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         　　 議案第 １ 号

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,241,700,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表歳入歳出予算｣による。

　（債務負担行為）　　　

第２条  地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をす

　ることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（地　方　債）

第３条　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

　限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

　（一時借入金）

第４条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、歳

　入歳出予算額の４分の１に相当する額と定める。

　　　令和６年（2024年）２月14日提出　　　

　　　　  　　                　  札幌市長　秋　元　克　広

　　　　　　　令和６年度札幌市一般会計予算

　令和６年度札幌市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

- 1 -

一般会計



款 項

 1 市 税 346,500,000

 1 市 民 税 160,492,000

 2 固 定 資 産 税 129,359,000

 3 軽 自 動 車 税 2,994,000

 4 た ば こ 税 16,223,000

5 入 湯 税 367,000

6 事 業 所 税 8,946,000

7 都 市 計 画 税 28,119,000

 2 地 方 譲 与 税 5,587,702

 1 自 動 車 重 量 譲 与 税 3,375,000

2 地 方 揮 発 油 譲 与 税 1,852,000

3 航 空 機 燃 料 譲 与 税 1,430

4 石 油 ガ ス 譲 与 税 50,000

5 森 林 環 境 譲 与 税 309,272

 3 利 子 割 交 付 金 122,000

 1 利 子 割 交 付 金 122,000

4 配 当 割 交 付 金 816,000

 1 配 当 割 交 付 金 816,000

第１表　歳 入 歳 出 予 算
歳        入

金　　　額

千円
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款 項

5
株 式 等 譲 渡 所 得 割
交 付 金

980,000

 1
株 式 等 譲 渡 所 得 割
交 付 金

980,000

6 分離課税所得割交付金 286,000

 1
分 離 課 税 所 得 割
交 付 金

286,000

7 法 人 事 業 税 交 付 金 4,062,082

 1 法 人 事 業 税 交 付 金 4,062,082

8 地 方 消 費 税 交 付 金 49,041,498

 1 地 方 消 費 税 交 付 金 49,041,498

9 ゴルフ場利用税交付金 90,000

 1
ゴ ル フ 場 利 用 税
交 付 金

90,000

10 軽 油 引 取 税 交 付 金 7,282,000

 1 軽 油 引 取 税 交 付 金 7,282,000

11
自 動 車 税 環 境 性 能 割
交 付 金

622,000

 1
自 動 車 税 環 境 性 能 割
交 付 金

622,000

12
国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

52,000

 1
国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

52,000

13 地 方 特 例 交 付 金 13,635,000

 1 地 方 特 例 交 付 金 13,558,000

2
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
感染症対策地方税減収
補 塡 特 別 交 付 金

77,000

金　　　額

千円
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款 項

14 地 方 交 付 税 143,100,000

 1 地 方 交 付 税 143,100,000

15
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

563,000

 1
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

563,000

16 分 担 金 及 び 負 担 金 1,911,544

 1 負 担 金 1,911,544

17 使 用 料 及 び 手 数 料 22,714,801

 1 使 用 料 13,713,435

 2 手 数 料 9,001,366

18 国 庫 支 出 金 275,509,806

 1 国 庫 負 担 金 241,279,056

 2 国 庫 補 助 金 7,661,144

 3 国 庫 委 託 金 640,499

 4 国 庫 交 付 金 25,929,107

19 道 支 出 金 69,015,473

 1 道 負 担 金 57,786,873

 2 道 補 助 金 5,583,680

 3 道 委 託 金 3,110,244

 4 道 交 付 金 2,534,676

金　　　額

千円
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款 項

20 財 産 収 入 35,599,758

 1 財 産 運 用 収 入 697,238

 2 財 産 売 払 収 入 34,902,520

21 寄 附 金 4,641,720

 1 寄 附 金 4,641,720

22 繰 入 金 31,343,919

 1 特 別 会 計 繰 入 金 126,496

 2 基 金 繰 入 金 31,217,423

23 繰 越 金 10

 1 繰 越 金 10

24 諸 収 入 117,288,687

 1
延 滞 金 加 算 金
及 び 過 料

129,682

2 他会計貸付金元利収入 615,006

3 貸 付 金 元 利 収 入 93,729,321

4 受 託 事 業 収 入 128,944

5 雑 入 22,685,734

25 市 債 110,935,000

 1 市 債 110,935,000

1,241,700,000歳 入 合 計

千円

金　　　額
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款 項

 1 議 会 費 1,658,393

 1 議 会 費 1,658,393

 2 総 務 費 56,750,780

 1 総 務 管 理 費 23,134,026

2 市 民 生 活 費 29,794,645

3 税 務 費 3,697,774

4 選 挙 費 36,898

5 人 事 委 員 会 費 66,717

6 監 査 委 員 費 20,720

 3 保 健 福 祉 費 469,879,498

 1 社 会 福 祉 費 131,035,058

 2 子 ど も 福 祉 費 131,969,156

 3 老 人 福 祉 費 12,173,991

 4 生 活 保 護 費 133,274,609

 5 健 康 衛 生 費 61,426,684

 4 環 境 費 43,951,813

 1 環 境 計 画 費 1,939,289

2 清 掃 事 業 費 42,012,524

 5 経 済 費 100,983,288

 1 商 工 労 働 費 100,457,520

2 農 政 費 525,768

歳        出

金　　　額

千円
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款 項

6 土 木 費 152,414,659

 1 土 木 総 務 費 315,512

 2 道 路 橋 り ょ う 費 70,377,889

 3 河 川 費 3,037,591

 4 都 市 計 画 費 39,384,112

 5 都 市 開 発 費 6,798,413

6 公 園 緑 化 費 10,705,862

7 建 築 費 21,795,280

7 消 防 費 6,914,378

 1 消 防 費 6,914,378

8 教 育 費 66,736,322

 1 教 育 委 員 会 費 6,771,779

 2 幼 稚 園 費 106,857

 3 小 学 校 費 8,743,763

 4 中 学 校 費 5,519,038

 5 高 等 学 校 費 792,031

 6 特 別 支 援 学 校 費 342,016

7 学 校 保 健 給 食 費 16,976,867

8 生 涯 学 習 費 2,450,275

9 学 校 整 備 費 25,033,696

9 公 債 費 92,362,000

1 公 債 費 92,362,000

10 諸 支 出 金 87,802,869

 1 財 産 取 得 費 201,107

 2 他 会 計 繰 出 金 87,601,762

金　　　額

千円
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11 職 員 費 161,746,000

 1 職 員 費 161,746,000

12 予 備 費 500,000

 1 予 備 費 500,000

1,241,700,000歳 出 合 計

千円

金　　　額款 項
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注　かっこ書は変更前の額である。

事            項 期          間 限     度     額

千円

札幌市議会本会議における
会 議 録 原 稿 作 成 等

令 和 ７ 年 度 7,000

庁 舎 等 清 掃 ・ 警 備 等 令 和 ７ 年 度 2,100,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

20,000

設 備 ・ 機 器 等 保 守 点 検 等 令 和 ７ 年 度 7,600,000

シ ス テ ム ・ サ ー バ 等 保 守 令 和 ７ 年 度 5,800,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

470,000

配 送 ・ 運 搬 等 令 和 ７ 年 度 1,300,000

複 写 サ ー ビ ス 令 和 ７ 年 度 110,000

ホ ー ム ペ ー ジ 等 運 営 管 理 令 和 ７ 年 度 3,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

200,000

市政情報提供システム運用 令 和 ７ 年 度 5,000

第２表  債 務 負 担 行 為
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事            項 期          間 限     度     額

物 品 等 リ ー ス 等 令 和 ７ 年 度 200,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

200,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

1,400,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

150,000

行 政 事 務 セ ン タ ー 運 営
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

537,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

761,000

健 康 診 断 令 和 ７ 年 度 280,000

デ ー タ 等 処 理 令 和 ７ 年 度 390,000

新 採 用 職 員 研 修 令 和 ７ 年 度 15,000

ふ る さ と 納 税 関 係 令 和 ７ 年 度 3,003,000

広 報 誌 等 制 作 等 令 和 ７ 年 度 490,000

成 果 指 標 ア ン ケ ー ト 令 和 ７ 年 度 2,600
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事            項 期          間 限     度     額

広 報 番 組 等 制 作 等 令 和 ７ 年 度 1,500

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

180,000

法 律 相 談 令 和 ７ 年 度 11,000

コ ー ル セ ン タ ー 運 営 管 理 令 和 ７ 年 度 6,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

500,000

外 国 人 相 談 窓 口 運 営 等 令 和 ７ 年 度 36,000

医 療 受 診 サ ポ ー ト 令 和 ７ 年 度 5,000

札 幌 国 際 交 流 館 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

2,571

札 幌 留 学 生 交 流 セ ン タ ー
運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

1,323

公共施設バリアフリー化促進 令 和 ７ 年 度 40,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

150,000

官 民 連 携 窓 口 運 営 令 和 ７ 年 度 11,000
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事            項 期          間 限     度     額

国勢調査に係る調査員確保 令 和 ７ 年 度 22,000

マイナンバーカード利用支援 令 和 ７ 年 度 1,000

デ ジ タ ル 人 材 育 成 研 修 令 和 ７ 年 度 5,000

証 明 書 コ ン ビ ニ 交 付 令 和 ７ 年 度 130,000

中 央 区 民 セ ン タ ー 移 転
実 施 設 計

令 和 ７ 年 度 20,000

基 幹 系 情 報 シ ス テ ム
ソ フ ト ウ ェ ア 利 用

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 25 年 度 ま で

19,040,000

菊 水 分 庁 舎 改 修 令 和 ７ 年 度 108,000

シ ス テ ム 標 準 化 関 係 令 和 ７ 年 度 1,800,000

ネットワーク再構築関係等 令 和 ７ 年 度 400,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

2,100,000

市 債 格 付 け 取 得 令 和 ７ 年 度 2,500

財 務 書 類 等 作 成 令 和 ７ 年 度 5,500
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事            項 期          間 限     度     額

市 税 等 納 付 勧 奨 令 和 ７ 年 度 2,500

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

292,000

中 央 市 税 事 務 所 移 転 令 和 ７ 年 度 130,000

ま ち づ く り セ ン タ ー
地 域 自 主 運 営

令 和 ７ 年 度 121,000

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 設 立
関 連 業 務 等 補 助

令 和 ７ 年 度 2,100

廃 棄 物 処 理 等 令 和 ７ 年 度 530,000

区 民 セ ン タ ー 等 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

41,043

ま ち づ く り セ ン タ ー ・
地 区 会 館 改 築 等 に 係 る
工 事 ・ 設 計 ・ 工 事 監 理 等

令 和 ７ 年 度 240,000

中 央 区 複 合 庁 舎 整 備
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 21 年 度 ま で

14,351,646千円に対する金利変
動、物価変動及び税制度の変更
による増額分に消費税額及び地
方消費税額を加算した額

仮 称 ） 南 区 複 合 庁 舎
基 本 計 画 策 定

令 和 ７ 年 度 48,000

おおば比呂司記念室運営管理 令 和 ７ 年 度 7,000

５ ０ ０ ｍ 美 術 館 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

24,000
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事            項 期          間 限     度     額

札幌市民ギャラリー運営管理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

1,443

教 育 文 化 会 館 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

4,563

天 神 山 ア ー ト ス タ ジ オ
運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

55,000

時 計 台 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

1,980

時 計 台 保 存 修 理 令 和 ７ 年 度 16,000

旧 永 山 武 四 郎 邸 及 び
旧 三 菱 鉱 業 寮 運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

864

消 費 生 活 支 援 令 和 ７ 年 度 90,000

消費者被害防止ネットワーク 令 和 ７ 年 度 12,000

特 定 計 量 器 検 査 令 和 ７ 年 度 27,000

大 通 交 流 拠 点 地 下 広 場
維 持 管 理

令 和 ７ 年 度 8,100

ア イ ヌ 文 化 体 験
コ ー ナ ー 運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 30,000

配 偶 者 暴 力
相 談 セ ン タ ー 運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 20,000
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事            項 期          間 限     度     額

ス テ ッ プ ハ ウ ス 運 営 管 理 令 和 ７ 年 度 1,500

性 暴 力 被 害 相 談 令 和 ７ 年 度 4,000

性的マイノリティ電話相談 令 和 ７ 年 度 3,000

企 業 訪 問 等 業 務 令 和 ７ 年 度 8,000

男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー 等
運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

3,195

学校施設開放事業運営管理 令 和 ７ 年 度 400,000

区 体 育 館 等 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

58,152

スポーツ交流施設運営管理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

2,646

ジャンプ競技場等運営管理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

2,586

市 民 運 動 広 場 整 備 令 和 ７ 年 度 550,000

藤野野外スポーツ交流施設
リ ニ ュ ー ア ル

令 和 ７ 年 度 450,000

札 幌 ド ー ム 保 全 推 進 令 和 ７ 年 度 350,000
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事            項 期          間 限     度     額

スポーツ施設リフレッシュ 令 和 ７ 年 度 360,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

90,000

厚 別 公 園 競 技 場 保 全 令 和 ７ 年 度 350,000

公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 等 運 用 令 和 ７ 年 度 40,000

ス ポ ー ツ 施 設 再 整 備
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

84,000

市 税 コ ン ビ ニ エ ン ス
ス ト ア 収 納 代 行

令 和 ７ 年 度 97,000

預 金 調 査 令 和 ７ 年 度 8,000

地 域 福 祉 推 進 令 和 ７ 年 度 30,000

情 報 セ ン タ ー 運 営 令 和 ７ 年 度 20,000

社 会 福 祉 総 合 セ ン タ ー 等
運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

1,389

業務用自転車賠償責任保険 令 和 ７ 年 度 1,000

中 国 残 留 邦 人 等 支 援 令 和 ７ 年 度 12,000

- 16 -

一般会計



事            項 期          間 限     度     額

福 祉 車 両 更 新 令 和 ７ 年 度 40,000

意 思 疎 通 支 援 等 令 和 ７ 年 度 130,000

障がい者スポーツ大会開催 令 和 ７ 年 度 6,000

地 域 ぬ く も り
サ ポ ー ト セ ン タ ー 運 営

令 和 ７ 年 度 20,000

パ ー ソ ナ ル ア シ ス タ ン ス
サ ポ ー ト セ ン タ ー 運 営

令 和 ７ 年 度 16,000

心 の 健 康 づ く り 電 話 相 談 令 和 ７ 年 度 15,000

精神科救急情報センター運営 令 和 ７ 年 度 28,000

ひ き こ も り 対 策 推 進 令 和 ７ 年 度 24,000

子 ど も 発 達 支 援
総 合 セ ン タ ー 運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 45,000

給 食 調 理 等 令 和 ７ 年 度 6,800,000

障 が い 者 相 談 支 援 等 令 和 ７ 年 度 636,000

自 閉 症 者 自 立 支 援
セ ン タ ー 等 運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 73
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事            項 期          間 限     度     額

在 宅 重 度 障 が い 者 （ 児 ）
紙 お む つ サ ー ビ ス

令 和 ７ 年 度 125,000

障 が い 者 緊 急 入 所
受 入 先 調 整 窓 口 運 営

令 和 ７ 年 度 9,000

児 童 福 祉 関 係 事 務 令 和 ７ 年 度 1,600

母 子 緊 急 一 時 保 護 令 和 ７ 年 度 8,000

ひとり親家庭等日常生活支援 令 和 ７ 年 度 5,900

ひ と り 親 家 庭 学 習 支 援
ボ ラ ン テ ィ ア

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

25,000

妊 婦 等 生 活 支 援 令 和 ７ 年 度 10,000

公 立 保 育 所 調 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

207,000

医 療 的 ケ ア 児 看 護 師 配 置 令 和 ７ 年 度 120,000

公立保育所冷房設備設置に
係 る 工 事 ・ 工 事 監 理 等

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

180,000

保 育 セ ン タ ー 運 営 管 理 令 和 ７ 年 度 10,000

保 育 料 収 納 事 務 令 和 ７ 年 度 5,500
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事            項 期          間 限     度     額

子 育 て 援 助 活 動 支 援 令 和 ７ 年 度 35,000

病 児 ・ 病 後 児 保 育 令 和 ７ 年 度 123,000

子 ど も ・ 子 育 て 支 援
事 務 セ ン タ ー 運 営

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

1,062,357

さっぽろ子育てきずなメール
配 信 事 業 運 営

令 和 ７ 年 度 4,000

里 親 養 育 包 括 支 援
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

150,000

子 ど も シ ョ ー ト ス テ イ 令 和 ７ 年 度 26,000

Ｓ Ｎ Ｓ に よ る 相 談 受 付 令 和 ７ 年 度 16,000

児 童 福 祉 司 等 義 務 研 修 令 和 ７ 年 度 6,000

仮 設 一 時 保 護 所 運 用 令 和 ７ 年 度 27,000

訪 問 支 援 員 等 派 遣 令 和 ７ 年 度 4,500

支援コーディネーター等配置 令 和 ７ 年 度 15,000

こ ど も の 劇 場 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

651
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事            項 期          間 限     度     額

若 者 出 会 い 創 出 令 和 ７ 年 度 27,000

困難を抱える若年女性支援
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

54,000

東 山 児 童 会 館 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

849

児 童 会 館 等 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

95,142

ミ ニ 児 童 会 館 運 営 管 理 令 和 ７ 年 度 2,462,000

放 課 後 子 ど も 教 室 令 和 ７ 年 度 10,000

若 者 支 援 施 設 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

2,700

在 宅 高 齢 者 等 支 援 令 和 ７ 年 度 4,000

有 料 老 人 ホ ー ム 届 出 事 務 令 和 ７ 年 度 3,400

敬 老 優 待 乗 車 証 各 種 様 式
印 字 ・ 封 入 封 緘

令 和 ７ 年 度 22,000

軽 費 老 人 ホ ー ム 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

2,724

老人福祉センター運営管理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

6,402
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事            項 期          間 限     度     額

生 活 支 援 ハ ウ ス 運 営 管 理 令 和 ７ 年 度 58,000

生 活 困 窮 者 福 祉 支 援 令 和 ７ 年 度 188,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

670,000

救 急 安 心 セ ン タ ー
緊 急 対 応 待 機

令 和 ７ 年 度 29,000

救 急 医 療 相 談 令 和 ７ 年 度 104,000

在 宅 医 療 支 援 令 和 ７ 年 度 43,000

Ｂ Ｃ Ｇ ワ ク チ ン 購 入 令 和 ７ 年 度 85,000

妊 娠 Ｓ Ｏ Ｓ 相 談 令 和 ７ 年 度 14,000

妊 娠 ・ 出 産 寄 り 添 い
給 付 金 支 給

令 和 ７ 年 度 116,000

受 診 券 出 力 ・ 封 入 封 緘 令 和 ７ 年 度 6,200

小 児 慢 性 特 定 疾 病
児 童 等 自 立 支 援

令 和 ７ 年 度 10,000

健康づくりセンター運営管理 令 和 ７ 年 度 5,000
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令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

4,710

民 泊 総 合 窓 口 運 営 令 和 ７ 年 度 20,000

山 口 斎 場 運 営 維 持 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 17 年 度 ま で

7,900,000千円に金利変動、物価
変動及び税制度の変更による増
減額並びに消費税額及び地方消
費税額を加算した額

里 塚 斎 場 整 備 に 係 る 調 査 令 和 ７ 年 度 11,000

動 物 愛 護 管 理 セ ン タ ー
運 営 管 理 補 助 等

令 和 ７ 年 度 26,000

犬 鑑 札 交 付 等 令 和 ７ 年 度 25,000

後 期 高 齢 者 健 診 令 和 ７ 年 度 400,000

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ ・ ゼ ロ カ ー ボ ン
相 談 窓 口 運 営 等

令 和 ７ 年 度 35,000

生 物 多 様 性 調 査 令 和 ７ 年 度 12,000

野 生 動 物 等 対 策 令 和 ７ 年 度 78,000

大気・水質環境監視測定等 令 和 ７ 年 度 75,000

建 築 物 環 境 配 慮 計 画
評 価 結 果 確 認

令 和 ７ 年 度 3,000
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再 エ ネ 省 エ ネ 機 器
導 入 補 助 受 付

令 和 ７ 年 度 10,000

家 庭 ご み 収 集 運 搬 令 和 ７ 年 度 4,500,000

大 型 ご み 収 集 セ ン タ ー
運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 30,000

家庭ごみ処理手数料減免関連 令 和 ７ 年 度 3,000

家 庭 用 指 定 ご み 袋
関 連 事 業
（ 袋 製 造 ）

令 和 ７ 年 度 270,000

蛍 光 管 及 び 廃 乾 電 池
回 収 ・ 処 理

令 和 ７ 年 度 79,000

清 掃 事 務 所 更 新 令 和 ７ 年 度 1,400,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

2,500,000

廃 ス プ レ ー 缶 等 回 収 令 和 ７ 年 度 40,000

動 物 死 体 収 集 運 搬 令 和 ７ 年 度 25,000

埋 立 処 理 場 運 営 管 理 令 和 ７ 年 度 118,000

清 掃 工 場 等 運 営 管 理 令 和 ７ 年 度 1,861,000
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令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

2,841,000

び ん ・ 缶 ・
ペ ッ ト ボ ト ル 等 選 別

令 和 ７ 年 度 1,160,000

雑 が み 等 リ サ イ ク ル 令 和 ７ 年 度 268,000

リサイクルプラザ運営管理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

1,809

リ ユ ー ス 品 等 収 集 運 搬 令 和 ７ 年 度 35,000

生ごみ及び枝・葉・草資源化 令 和 ７ 年 度 95,000

小 型 家 電 リ サ イ ク ル 令 和 ７ 年 度 14,000

不 法 投 棄 対 策 令 和 ７ 年 度 31,000

清 掃 車 両 等 購 入 令 和 ７ 年 度 130,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

40,000

仮 称 ） 北 部 事 業 予 定 地
一般廃棄物最終処分場造成

令 和 ７ 年 度 700,000

清 掃 工 場 整 備 令 和 ７ 年 度 2,400,000
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令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

1,300,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

900,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

500,000

ご み 焼 却 灰 リ サ イ ク ル 令 和 ７ 年 度 756,000

駒 岡 清 掃 工 場 整 備 等 事 業 令 和 ７ 年 度 720,000

し 尿 収 集 運 搬 令 和 ７ 年 度 209,000

クリーンセンター運営管理 令 和 ７ 年 度 5,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

156,000

札 幌 企 業 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 令 和 ７ 年 度 22,000

札 幌 未 来 牽 引 企 業 創 出
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

264,000

中 小 企 業 金 融 対 策 資 金
貸 付 損 失 補 償

令 和 ６ 年 度 か ら
令 和 23 年 度 ま で

500,000

中 小 企 業 支 援 セ ン タ ー
運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 45,000
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事 業 承 継 支 援 令 和 ７ 年 度 8,800

産業振興センター運営管理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

2,985

入 居 企 業 等 支 援 令 和 ７ 年 度 6,500

ヘ ル ス ケ ア ビ ジ ネ ス 創 出 令 和 ７ 年 度 6,000

エレクトロニクスセンター
運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

1,449

観 光 案 内 所 等 運 営 管 理 令 和 ７ 年 度 80,000

人 材 育 成 支 援 令 和 ７ 年 度 450

就 業 サ ポ ー ト セ ン タ ー 等
運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 161,000

女 性 の 多 様 な 働 き 方
支 援 窓 口 運 営

令 和 ７ 年 度 58,000

ワ ー ク ト ラ イ ア ル 令 和 ７ 年 度 100,000

ＵＩＪターン就職移住支援 令 和 ７ 年 度 70,000

ローカルマッチプロジェクト 令 和 ７ 年 度 20,000

- 26 -

一般会計



事            項 期          間 限     度     額

働 き 方 改 革 ・ 人 材 確 保
支 援 窓 口 運 営

令 和 ７ 年 度 60,000

農業支援センター圃場管理等 令 和 ７ 年 度 35,000

農業体験交流施設運営管理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

7,782

道路維持管理及び道路除雪 令 和 ７ 年 度 9,500,000

自転車等放置禁止区域等対策 令 和 ７ 年 度 130,000

札 幌 駅 周 辺
自 転 車 等 駐 車 場 管 理

令 和 ７ 年 度 768

大通周辺自転車等駐車場管理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

1,422

舗 装 等 整 備 令 和 ７ 年 度 2,000,000

設 備 更 新 工 事 等 令 和 ７ 年 度 384,000

設 備 改 修 工 事 等
及 び 工 事 監 理

令 和 ７ 年 度 132,000

設 備 改 修 工 事
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

798,000

生 活 道 路 等 整 備 令 和 ７ 年 度 450,000
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一般会計



事            項 期          間 限     度     額

道 路 新 設 改 良 令 和 ７ 年 度 299,000

街 路 新 設 改 良 令 和 ７ 年 度 469,000

河 川 維 持 管 理 令 和 ７ 年 度 746,000

河 川 整 備 令 和 ７ 年 度 404,000

北 ３ 条 広 場 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

78

デ マ ン ド 交 通 実 証 実 験 令 和 ７ 年 度 6,300

新 さ っ ぽ ろ 駅
エ レ ベ ー タ ー 整 備

令 和 ７ 年 度 103,000

大谷地駅エレベーター整備 令 和 ７ 年 度 287,000

新 琴 似 駅 前 広 場 改 修
実 施 設 計

令 和 ７ 年 度 9,100

都 市 公 園 等 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

67,203

都 市 公 園 運 営 管 理 令 和 ７ 年 度 1,197

公 園 及 び 街 路 樹 等
総 合 維 持 管 理

令 和 ７ 年 度 2,862,000
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一般会計



事            項 期          間 限     度     額

都 市 林 等 総 合 維 持 管 理 令 和 ７ 年 度 150,000

花 と 緑 の ボ ラ ン テ ィ ア
活 動 促 進

令 和 ７ 年 度 12,000

円 山 動 物 園 管 理 運 営 令 和 ７ 年 度 140,000

市営住宅及び学校建築等の
設 計 等 及 び 地 盤 調 査

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

700,000

市 営 住 宅 運 営 管 理 令 和 ７ 年 度 780,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

3,555

住 宅 エ コ リ フ ォ ー ム 審 査 令 和 ７ 年 度 12,000

サービス付き高齢者向け住宅
指 定 登 録 機 関 運 営

令 和 ７ 年 度 3,800

市 営 住 宅 維 持 更 新 令 和 ７ 年 度 4,535,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

2,800,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

23,000

保 全 推 進 令 和 ７ 年 度 4,698,000
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一般会計



事            項 期          間 限     度     額

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

887,000

多 言 語 電 話 通 訳 サ ー ビ ス 令 和 ７ 年 度 600

応 急 手 当 普 及 啓 発 令 和 ７ 年 度 46,000

防 火 防 災 管 理 体 制 検 証 等 令 和 ７ 年 度 59,000

消 防 ヘ リ コ プ タ ー
代 替 機 借 受 け

令 和 ７ 年 度 124,000

消 防 ヘ リ コ プ タ ー
定 期 耐 空 検 査 整 備

令 和 ７ 年 度 202,000

札 幌 圏 共 同 消 防 通 信 指 令
シ ス テ ム 更 新 整 備

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

185,000

高 所 監 視 カ メ ラ 更 新 整 備 令 和 ７ 年 度 376,000

光 ネ ッ ト ワ ー ク 構 築
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

240,000

ヘ リ コ プ タ ー テ レ ビ
電 送 シ ス テ ム 更 新 整 備

令 和 ７ 年 度 8,200

消 防 署 改 築
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

1,430,000

衛 星 地 球 局 更 新 整 備 令 和 ７ 年 度 240,000
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一般会計



事            項 期          間 限     度     額

消 防 航 空 体 制 強 化 令 和 ７ 年 度 3,500,000

消 防 車 両 整 備 令 和 ７ 年 度 490,000

車 内 放 送 広 告 令 和 ７ 年 度 1,000

外 国 語 指 導 助 手 関 連 令 和 ７ 年 度 19,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

1,230,000

い じ め 対 策 ・ 自 殺 予 防 令 和 ７ 年 度 10,000

北 方 自 然 教 育 園 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

690

学 校 関 係 備 品 等 現 物 支 給 令 和 ７ 年 度 100,000

ス ク ー ル バ ス 運 行 等 令 和 ７ 年 度 163,000

体 育 授 業 他 施 設 利 用 料 等 令 和 ７ 年 度 57,000

学 校 健 康 診 断 等 令 和 ７ 年 度 114,000

学 校 給 食 費 公 会 計 運 営 令 和 ７ 年 度 9,330,000
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一般会計



事            項 期          間 限     度     額

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

60,000

生 涯 学 習 セ ン タ ー 等
運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

7,932

青 少 年 山 の 家 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

1,182

定 山 渓 自 然 の 村 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

1,029

青 少 年 科 学 館 等 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

7,437

月 寒 公 民 館 運 営 管 理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

540

中 央 図 書 館 等 雑 誌 購 入 令 和 ７ 年 度 26,000

図 書 ・ 情 報 館 カ ウ ン タ ー
運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

36,000

図 書 室 ・ 図 書 コ ー ナ ー 等
運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 2,400

中央図書館大通カウンター
運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 200

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

58,000

学 校 施 設 整 備 に 係 る
工 事 ・ 設 計 ・ 工 事 監 理 等

令 和 ７ 年 度 12,300,000
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一般会計



事            項 期          間 限     度     額

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

25,442,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

111,000

地方債証券の共同発行に伴う
連 帯 債 務

令 和 ６ 年 度 か ら
令 和 16 年 度 ま で

共同発行する地方債証券の総額
から札幌市負担分を除いた元金
1,179,500,000 千 円 及 び 利 子

- 33 -

一般会計



起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利　率 償 還 の 方 法

千円

公共施設バリアフリー化
促 進 費

39,000

札 幌 市 立 大 学 施 設
整 備 費 補 助 金

139,000

情 報 化 推 進 費 55,000

区 役 所 等 施 設 整 備 費 90,000

中央区複合庁舎整備費 4,610,000

文 化 芸 術 施 設 整 備 費 812,000

ア イ ヌ 文 化 交 流
セ ン タ ー 整 備 費

2,000

エ ル プ ラ ザ 保 全 事 業
負 担 金

24,000

硬 式 野 球 場 整 備 費 2,366,000

札 幌 ド ー ム 保 全 費 734,000

体 育 施 設 整 備 費 866,000

高 速 電 車 事 業 会 計
補 助 金

1,590,000

高 速 電 車 事 業 会 計
出 資 金

2,712,000

障がい福祉施設整備費 160,000

保 育 所 等 整 備 費 145,000

児 童 相 談 所 等 整 備 費 437,000

児 童 会 館 整 備 費 49,000

老 人 福 祉 施 設 整 備 費 856,000

火 葬 場 整 備 費 104,000

水 道 事 業 会 計 出 資 金 1,863,000

ごみ埋立地造成整備費 198,000

清 掃 工 場 等 整 備 費 16,513,000

第３表  地　　方　　債

証券発行（他の地方公

共団体との共同発行を

含む。)又は普通貸借

とする。

9.0％以内 起債の日から据置期間を含め

40年以内に、元利均等その他

の方法により償還する。ただ

し、財政上の都合等により定

額以上を償還し、又は本期間

中に未償還額の範囲内におい

て借り換えることができる。
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利　率 償 還 の 方 法

地域総合整備資金貸付金 100,000

観 光 振 興 施 設 整 備 費 183,000

サッポロさとらんど等
整 備 費

9,000

道 路 整 備 費 18,462,000

街 路 事 業 費 4,966,000

河 川 整 備 費 1,524,000

路 面 電 車 活 用 推 進 費 494,000

交通施設バリアフリー
化 等 推 進 費

302,000

空 港 整 備 負 担 金 159,000

北 海 道 新 幹 線 建 設
負 担 金

4,546,000

都 市 再 開 発 事 業 費 2,963,000

公 園 造 成 整 備 費 2,376,000

緑 地 等 整 備 費 32,000

動 物 園 整 備 費 2,000

市 営 住 宅 建 設 整 備 費 3,675,000

保 全 推 進 費 7,931,000

市 有 建 築 物 特 定 天 井
対 策 費

577,000

消 防 施 設 等 整 備 費 1,999,000

学 校 整 備 費 11,771,000

臨 時 財 政 対 策 債 14,500,000

合 計 110,935,000
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一般会計





         　　 議案第 ２ 号

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,037,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表歳入歳出予算｣による。

　（債務負担行為）　　　

第２条  地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をす

　ることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（一時借入金）

第３条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、歳入

　歳出予算額の４分の１に相当する額と定める。

　　　令和６年（2024年）２月14日提出　　　

　　　　  　　                　  　　　　  　　                　  札幌市長　秋　元　克　広

令和６年度札幌市土地区画整理会計予算

　令和６年度札幌市の土地区画整理会計の予算は、次に定めるところによる。

- 37 -

土地区画整理会計



款 項

 1 土地区画整理事業収入 1,037,000

1 国 庫 支 出 金 321,880

2 財 産 収 入 980

3 繰 入 金 713,493

4 清 算 金 収 入 593

5 諸 収 入 54

1,037,000

款 項

 1 土 地 区 画 整 理 事 業 費 1,037,000

 1 区 画 整 理 費 936,000

 2 清 算 費 10,000

 3 職 員 費 91,000

1,037,000

金　　　額

千円

歳 出 合 計

第１表　歳 入 歳 出 予 算

歳        入

金　　　額

千円

歳 入 合 計

歳        出
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土地区画整理会計



事            項 期          間 限     度     額

千円

シ ス テ ム ・ サ ー バ 等 保 守 令 和 ７ 年 度 1,000

第２表  債 務 負 担 行 為
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土地区画整理会計





         　　 議案第 ３ 号

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 172,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表歳入歳出予算｣による。

　（債務負担行為）　　　

第２条  地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をす

　ることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（一時借入金）

第３条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、歳入

　歳出予算額と同額と定める。

　　　令和６年（2024年）２月14日提出　　　

　　　　  　　                　  札幌市長　秋　元　克　広

令和６年度札幌市駐車場会計予算

　令和６年度札幌市の駐車場会計の予算は、次に定めるところによる。
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駐車場会計



款 項

 1 駐 車 場 事 業 収 入 172,000

 1 使 用 料 145,445

 2 繰 入 金 26,555

172,000

款 項

 1 駐 車 場 事 業 費 172,000

 1 駐 車 場 管 理 費 172,000

172,000

歳        出

千円

歳 出 合 計

金　　　額

第１表　歳 入 歳 出 予 算

歳        入

金　　　額

千円

歳 入 合 計
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駐車場会計



事            項 期          間 限     度     額

千円

円 山 公 園 駐 車 場
周 辺 道 路 警 備

令 和 ７ 年 度 12,000

円 山 公 園 駐 車 場 等
運 営 管 理

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

1,068

第２表  債 務 負 担 行 為
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駐車場会計





         　　 議案第 ４ 号

　令和６年度札幌市の母子父子寡婦福祉資金貸付会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 44,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表歳入歳出予算｣による。

　（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借入金の

　借入れの最高額は、歳入歳出予算額の４分の１に相当する額と定める。

　　　令和６年（2024年）２月14日提出　　　

　　　　  　　                　  札幌市長　秋　元　克　広

令和６年度札幌市母子父子寡婦福祉資金貸付会計予算
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母子父子寡婦福祉資金貸付会計



款 項

 1
母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金 収 入

44,000

 1 貸 付 金 収 入 43,830

2 諸 収 入 20

3 繰 越 金 150

44,000

款 項

 1
母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金 貸 付 金

44,000

 1
母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金 貸 付 金

37,963

2 諸 支 出 金
6,037

44,000

金　　　額

千円

歳 出 合 計

第１表　歳 入 歳 出 予 算

歳        入

金　　　額

千円

歳 入 合 計

歳        出
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母子父子寡婦福祉資金貸付会計



         　　 議案第 ５ 号

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 183,768,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表歳入歳出予算｣による。

　（債務負担行為）　　　

第２条  地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をす

　ることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（一時借入金）

第３条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、歳入

　歳出予算額の２分の１に相当する額と定める。

　　　令和６年（2024年）２月14日提出　　　

　　　　  　　                　  札幌市長　秋　元　克　広

令和６年度札幌市国民健康保険会計予算

　令和６年度札幌市の国民健康保険会計の予算は、次に定めるところによる。
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国民健康保険会計



款 項

 1 国 民 健 康 保 険 収 入 183,768,000

 1 保 険 料 29,829,435

 2 一 部 負 担 金 10

 3 国 庫 支 出 金 1,782

 4 道 支 出 金 132,641,279

5 繰 入 金 21,014,426

6 諸 収 入 281,068

183,768,000

款 項

 1 国 民 健 康 保 険 費 183,768,000

 1 総 務 管 理 費 4,035,876

 2 給 付 費 131,767,366

 3 事 業 費 納 付 金 47,459,388

4 諸 支 出 金 205,370

5 予 備 費 300,000

183,768,000

金　　　額

千円

歳 出 合 計

第１表　歳 入 歳 出 予 算

歳        入

金　　　額

千円

歳 入 合 計

歳        出

- 48 -

国民健康保険会計



事            項 期          間 限     度     額

千円

シ ス テ ム ・ サ ー バ 等 保 守 令 和 ７ 年 度 11,000

文 書 巡 回 集 配 令 和 ７ 年 度 2,400

複 写 サ ー ビ ス 令 和 ７ 年 度 6,000

デ ー タ 等 処 理 令 和 ７ 年 度 13,000

預 金 調 査 令 和 ７ 年 度 7,400

物 品 調 達 令 和 ７ 年 度 10,000

特 定 健 康 診 査 令 和 ７ 年 度 600,000

保 健 指 導 令 和 ７ 年 度 28,000

第２表  債 務 負 担 行 為

- 49 -

国民健康保険会計





         　　 議案第 ６ 号

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,851,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表歳入歳出予算｣による。

　（債務負担行為）　　　

第２条  地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をす

　ることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（一時借入金）

第３条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、歳入

　歳出予算額の２分の１に相当する額と定める。

　　　令和６年（2024年）２月14日提出　　　

　　　　  　　                　  札幌市長　秋　元　克　広

令和６年度札幌市後期高齢者医療会計予算

　令和６年度札幌市の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。

- 51 -

後期高齢者医療会計



款 項

 1 後期高齢者医療保険収入 34,851,000

 1 保 険 料 26,530,345

2 繰 入 金 8,270,077

3 諸 収 入 50,578

34,851,000

款 項

 1 後期高齢者医療保険費 34,851,000

1 総 務 管 理 費 742,591

 2
北海道後期高齢者医療
広 域 連 合 負 担 金

34,068,028

 3 諸 支 出 金 40,381

34,851,000

金　　　額

千円

歳 出 合 計

第１表　歳 入 歳 出 予 算

歳        入

金　　　額

千円

歳 入 合 計

歳        出

- 52 -

後期高齢者医療会計



事            項 期          間 限     度     額

千円

預 金 調 査 令 和 ７ 年 度 1,000

物 品 調 達 令 和 ７ 年 度 9,000

第２表  債 務 負 担 行 為
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後期高齢者医療会計





         　　 議案第 ７ 号

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 174,530,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表歳入歳出予算｣による。

　（債務負担行為）　　　

第２条  地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をす

　ることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（一時借入金）

第３条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、歳入

　歳出予算額の２分の１に相当する額と定める。

　　　令和６年（2024年）２月14日提出　　　

　　　　  　　                　  札幌市長　秋　元　克　広

令和６年度札幌市介護保険会計予算

　令和６年度札幌市の介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。

- 55 -

介護保険会計



款 項

 1 介 護 保 険 収 入 174,530,000

 1 保 険 料 33,646,465

2 手 数 料 8,214

3 国 庫 支 出 金 41,064,165

4 道 支 出 金 23,601,548

5 支 払 基 金 交 付 金 44,768,288

6 繰 入 金 31,399,751

7 諸 収 入 41,569

174,530,000

款 項

 1 介 護 保 険 費 174,530,000

 1 総 務 管 理 費 3,934,818

 2 保 険 給 付 費 159,150,967

 3 地 域 支 援 事 業 費 8,924,796

4 保 健 福 祉 事 業 費 438,419

5 諸 支 出 金 2,031,000

6 予 備 費 50,000

174,530,000

金　　　額

千円

歳 出 合 計

第１表　歳 入 歳 出 予 算

歳        入

金　　　額

千円

歳 入 合 計

歳        出

- 56 -

介護保険会計



事            項 期          間 限     度     額

千円

介 護 保 険 要 介 護
認 定 に 係 る 調 査

令 和 ７ 年 度 750,000

シ ス テ ム ・ サ ー バ 等 保 守 令 和 ７ 年 度 11,000

預 金 調 査 令 和 ７ 年 度 3,000

物 品 調 達 令 和 ７ 年 度 16,000

介護認定事務センター運営等
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

1,400,000

高 齢 者 配 食 サ ー ビ ス 令 和 ７ 年 度 229,000

介 護 予 防 セ ン タ ー 運 営 令 和 ７ 年 度 650,000

地域包括支援センター運営 令 和 ７ 年 度 1,840,000

高 齢 者 等 お む つ サ ー ビ ス 令 和 ７ 年 度 476,000

第２表  債 務 負 担 行 為

注　かっこ書は変更前の額である。

介護保険会計
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         　　 議案第 ８ 号

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,191,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表歳入歳出予算｣による。

　　　令和６年（2024年）２月14日提出　　　

　　　　  　　                　  札幌市長　秋　元　克　広

令和６年度札幌市基金会計予算

　令和６年度札幌市の基金会計の予算は、次に定めるところによる。

- 59 -

基金会計



款 項

 1 基 金 収 入 2,191,000

 1 基 金 運 用 収 入 2,190,999

 2 諸 収 入 1

2,191,000

第１表　歳 入 歳 出 予 算

歳        入

金　　　額

千円

歳 入 合 計

- 60 -

基金会計



款 項

 1 基 金 費 2,191,000

 1 財 政 調 整 基 金 費 2,210

2 奨 学 基 金 費 23,377

3 小 竹 正 剛 奨 学 基 金 費 7,453

4 特 別 奨 学 基 金 費 7,029

5
国 民 健 康 保 険
支 払 準 備 基 金 費

475

6 霊 園 基 金 費 17,049

7 災 害 遺 児 基 金 費 6,307

8 市 営 住 宅 整 備 基 金 費 13

9 文 化 芸 術 振 興 基 金 費 8,746

10 減 債 基 金 費 1,863,144

11 地 域 福 祉 振 興 基 金 費 9,344

12 森 林 保 全 基 金 費 9,395

13 まちづくり推進基金費 66,245

14 環 境 保 全 推 進 基 金 費 2,247

15 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 費 20,510

16 地 下 高 速 鉄 道 基 金 費 96

17 リサイクル推進基金費 6,643

18 介護給付費準備基金費 1,476

19
市 民 ま ち づ く り
活 動 促 進 基 金 費

42

20
さ っ ぽ ろ 圏
人材育成・確保基金費

25

21
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
感染症対策支援基金費

43

22 動 物 園 応 援 基 金 費 20

23
札 幌 市 職 員 退 職 手 当
平 準 化 基 金 費

310

24 脱 炭 素 化 推 進 基 金 費 1

25 土 地 開 発 基 金 費 138,800

2,191,000

歳        出

金　　　額

千円

歳 出 合 計
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基金会計





         　　 議案第 ９ 号

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 422,577,636千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表歳入歳出予算｣による。

　　　令和６年（2024年）２月14日提出　　　

　　　　  　　                　  札幌市長　秋　元　克　広

令和６年度札幌市公債会計予算

　令和６年度札幌市の公債会計の予算は、次に定めるところによる。

- 63 -

公債会計



款 項

 1 繰 入 金 185,906,826

 1 他 会 計 繰 入 金 142,401,363

2 基 金 繰 入 金 43,505,463

2 市 債 236,670,810

1 市 債 236,670,810

422,577,636

款 項

 1 繰 出 金 159,584,000

 1 他 会 計 繰 出 金 159,584,000

2 公 債 費 262,993,636

1 公 債 費 262,993,636

422,577,636

金　　　額

千円

歳 出 合 計

第１表　歳 入 歳 出 予 算

歳        入

金　　　額

千円

歳 入 合 計

歳        出

- 64 -

公債会計



議案第１０号 

　（総　　　則）

第１条　令和６年度札幌市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

ア

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款

　　第１項

　　第２項

医  療  器  械  購  入  等

収 　　　　　 入

病 院 事 業 収 益 25,976,000千円　

医 業 収 益 23,884,768千円　

医 業 外 収 益 2,091,232千円　

　⑴

　⑵

　⑶ 人

令和６年度札幌市病院事業会計予算

　⑷

　⑸

　⑹

病 床 数 672 床

年 間 入 院 患 者 数

年 間 外 来 患 者 数

１ 日 平 均 入 院 患 者 数

１ 日 平 均 外 来 患 者 数

主 要 な 建 設 改 良 事 業

198,677

256,578

544

1,056

人

人

人

病院事業会計
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　第１款 病 院 事 業 費 用

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額1,019,000千円は、損益勘定留保資金等で補塡するものとする。）。

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　　第４項

1,019,000千円　

建 設 改 良 費 1,093,983千円　

企 業 債 償 還 金 2,033,000千円　

補 助 金 返 還 金 14,017千円　

予 備 費 1,000千円　

収 入 支 出 差 引 不 足 額

支 　　　　　 出

資 本 的 支 出 3,142,000千円　

予 備 費 10,000千円　

収 入 支 出 差 引 不 足 額 976,000千円　

収 　　　　　 入

資 本 的 収 入 2,123,000千円　

企 業 債 828,000千円　

出 資 金 131,325千円　

負 担 金 1,163,675千円　

支 　　　　　 出

26,952,000千円　

医 業 費 用 26,612,003千円　

医 業 外 費 用 329,997千円　

病院事業会計
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　（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　（企　業　債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める｡

　　　　     起 債 の 目 的　　         限　度　額 　　  起 債 の 方 法　  利 　率 　償  還 の 方  法 起 債 の 目 的

証券発行又は普 9.0％以内 起債の日から据置期
通貸借とする。 間を含め40年以内に、

元利均等その他の方
法により償還する。
ただし、財政上の都
合等により定額以上
を償還し、又は本期
間中に未償還額の範
囲内において借り換
えることができる。

期　間

令和７年度

令和７年度

   30,000千円　

   197,000千円　

 限 度 額  起債の方法  利 率 償 還 の 方 法

物 品 供 給 管 理 委 託 業 務
令和７年度から
令和９年度まで

物 品 等 購 入

令和７年度から
令和９年度まで

  　164,000千円　

  　735,000千円　

医 事 委 託 業 務
令和７年度から
令和９年度まで

  　1,551,000千円　

医療器械購入費等 828,000千円

令和７年度   8,500,000千円　

令和７年度 262,000千円　

建 物 設 備 保 守 点 検 等 業 務

医 療 機 器 保 守 点 検 等 業 務

情報システム運用・保守等業務

令和７年度   573,000千円　

電 話 交 換 業 務

令和７年度   214,000千円　診 療 関 係 委 託 等 業 務

令和７年度    550,000千円　

限　度　額

年 間 購 読 図 書

 事　項

検 査 機 器 等 借 受

病院事業会計
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　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、8,000,000千円と定める｡

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴ 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな

い。

　（他会計からの補助金）

第10条　病院事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、520,951千円で

　である。ある。

　（たな卸資産購入限度額）

第11条　たな卸資産の購入限度額は、1,300,000千円と定める。

　（重要な資産の取得）

第12条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

  種　類    名　称  数　量

取得する資産 器具及び備品 一　式

 令和６年（2024年）２月14日提出

  札幌市長 秋　元　克　広

手術支援ロボット装置

⑴

⑵

職 員 給 与 費 （収益的支出）

交 際 費 90千円　

10,253,479千円　

病院事業会計
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議案第１１号 

　（総　　　則）

第１条　令和６年度札幌市中央卸売市場事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

ア トン

イ トン

ア

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款

　　第１項

　　第２項

　第１款 市 場 事 業 費 用

　　第１項

　　第２項

　　第３項

営 業 外 費 用 108,000千円  

予 備 費 5,000千円  

収 入 支 出 差 引 残 額 10,000千円  

支 　　　　　 出

2,277,000千円  

営 業 費 用 2,164,000千円  

営 業 外 収 益 581,000千円  

青 果 物 227,835

主 要 な 建 設 改 良 事 業

場 内 設 備 機 器 類 更 新

収 　　　　　 入

市 場 事 業 収 益 2,287,000千円  

営 業 収 益 1,706,000千円  

水 産 物 68,643

令和６年度札幌市中央卸売市場事業会計予算

市 場 取 扱 量

中央卸売市場事業会計
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　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額 524,000千円は、損益勘定留保資金等で補 するものとする。）。

　第１款

　　第１項

　　第２項

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

令 和 ７ 年 度 220,000千円

水 産 棟 設 備 更 新 令 和 ７ 年 度 950,000千円

令 和 ７ 年 度

限　度　額

廃 棄 物 搬 出 業 務

設備 機 器等 保守 管 理 業務 138,000千円

令 和 ７ 年 度

令 和 ７ 年 度

建 設 改 良 費 1,140,000千円  

企 業 債 償 還 金 1,037,000千円  

予 備 費 5,000千円  

収 入 支 出 差 引 不 足 額 524,000千円  

令 和 ７ 年 度

市 場 施 設 管 理 業 務

庁 舎 等 清 掃

事　項 期　間

50,000千円

77,000千円

63,000千円

青 果 棟 設 備 更 新

資 本 的 支 出 2,182,000千円  

出 資 金 519,000千円  

支 　　　　　 出

企 業 債 1,139,000千円  

収 　　　　　 入

資 本 的 収 入 1,658,000千円  

中央卸売市場事業会計
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　（企　業　債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。　

 起 債 の 目 的 限　度　額 利　率 償 還 の 方 法

 1,139,000千円 9.0%以内

　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める｡

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな

　い。

（収益的支出）

　（他会計からの補助金）

第10条　　

　である。311,670千円である。

 令和６年（2024年）２月14日提出

　札幌市長　秋　元　克　広

中央卸売市場事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

職 員 給 与 費 185,062千円  

交 際 費 100千円  

起債の日から据置期
間を含め40年以内に、
元利均等その他の方
法により償還する。
ただし、財政上の都
合等により定額以上
を償還し、又は本期
間中に未償還額の範
囲内において借り換
えることができる。

中 央 卸 売 市 場
施 設 整 備 事 業 費

証券発行又は普通
貸借とする。

起 債 の 方 法

中央卸売市場事業会計
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議案第１２号 

令和６年度札幌市軌道整備事業会計予算

　（総　　　則）

第１条　令和６年度札幌市軌道整備事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

両

ア 電車事業所再整備

イ 低床車両製造

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　⑵ 主 要 な 建 設 改 良 事 業

　⑴ 車 両 数 36

営 業 費 用 1,683,000千円

営 業 外 費 用 37,000千円

営 業 外 収 益 763,000千円

特 別 利 益 6,000千円

支 　　　　　 出

軌 道 整 備 事 業 費 用 1,725,000千円

収 　　　　　 入

軌 道 整 備 事 業 収 益 1,648,000千円

営 業 収 益 879,000千円

予 備 費 5,000千円

収 入 支 出 差 引 不 足 額 77,000千円

軌道整備事業会計
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　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額333,000千円は、損益勘定留保資金等で補塡するものとする｡）｡

　第１款

　　第１項

　　第２項

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　　第４項

　（債務負担行為）

　（企　業　債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める｡

　　　　     起 債 の 目 的　　         限　度　額 　　  起 債 の 方 法　  利 　率 　償  還 の 方  法

証券発行又は普通 9.0％以内 起債の日から据置期
貸借とする。 間を含め40年以内に、

元利均等その他の方
法により償還する。
ただし、財政上の都
合等により定額以上
を償還し、又は本期
間中に未償還額の範
囲内において借り換
えることができる。

　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める｡

起 債 の 目 的 限 度 額

収 入 支 出 差 引 不 足 額 333,000千円

企 業 債 償 還 金 237,000千円

他 会 計 借 入 金 償 還 金

予 備 費 10,000千円

76,000千円

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

軌道整備事業建設改良費 682,000千円

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、別表のとおりと定める。

支 　　　　　 出

資 本 的 支 出 2,484,000千円

建 設 改 良 費 2,161,000千円

負 担 金 1,469,000千円

収 　　　　　 入

資 本 的 収 入 2,151,000千円

企 業 債 682,000千円

軌道整備事業会計
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　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴ 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな

　い。

（収益的支出）

　（他会計からの補助金）

第10条　軌道整備事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、7,687千円

である。

令和６年（2024年）２月14日提出

  札幌市長 秋　元　克　広

⑴ 職 員 給 与 費        122,000千円　 

軌道整備事業会計

- 75 -



別　表

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

179,000

令 和 ７ 年 度 446,000

電 車 事 業 所 再 整 備
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

18,000

路 面 電 車 設 備 改 良 事 業 令 和 ７ 年 度 95,000

管 理 運 営 等 業 務 令 和 ７ 年 度 539,000

路 面 電 車 活 用 推 進 事 業

債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　　　　　間 限 　度　 額

千円

軌道整備事業会計
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議案第１３号 

　（総　　　則）

第１条　令和６年度札幌市高速電車事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

両

千キロメートル

千人

人

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

　（収益的収入及び支出）

　第１款

　　第１項

　　第２項

令和６年度札幌市高速電車事業会計予算

車 両 数

年間走行キロメートル

年 間 輸 送 人 員

１ 日 平 均 輸 送 人 員

主 要な 建設 改良 事業

596,000

南北線さっぽろ駅改良事業

50,840,000千円　

45,270,000千円　

368

33,715

エレベーター・エスカレーター更新工事

営 業 収 益

217,618

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

施設・車両案内表示等多言語対応事業

高 速 電 車 事 業 収 益

旅客用トイレ改良工事

5,570,000千円　営 業 外 収 益

南北線シェルター耐震改修工事

南車両基地耐震改修工事

 収 　　　　　 入

高速電車事業会計
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　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　　第４項

　（資本的収入及び支出）

　額に対し不足する額16,727,000千円は、損益勘定留保資金等で補 するものとする｡）｡

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　　第４項

　　第５項

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　（債務負担行為）

　（企　業　債）

20,000千円　

16,727,000千円　

36,152,000千円　

19,425,000千円　

他 会 計 補 助 金

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出

2,515,000千円　

企 業 債

収 入 支 出 差 引 不 足 額

292,158千円　

支 　　　　　 出

1,589,396千円　

2,086,446千円　

12,942,000千円　

企 業 債 償 還 金

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、別表のとおりと定める。

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める｡

予 備 費 40,000千円　

7,100,000千円　

3,623,000千円　

高 速 電 車 事 業 費 用

 支 　　　　　 出

収 入 支 出 差 引 残 額

収 　　　　　 入

出 資 金

予 備 費

16,943,000千円　

19,189,000千円　

営 業 外 費 用

負 担 金

18,000千円　

40,059,000千円　

特 別 損 失

43,740,000千円　

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

営 業 費 用

資 本 的 収 入

国 庫 補 助 金

高速電車事業会計
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　　　　     起 債 の 目 的　　         限　度　額 　　  起 債 の 方 法　  利 　率 　償  還 の 方  法起 債 の 目 的

証券発行又は普通 9.0％以内
賃借とする。

　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、30,000,000千円と定める｡

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

い。

（収益的支出）

　（他会計からの補助金）

　千円である。

　（たな卸資産購入限度額）

第11条　たな卸資産の購入限度額は、535,000千円と定める。

令和６年（2024年）２月14日提出

  札幌市長  秋 　元 　克 　広

職 員 給 与 費

間中に未償還額の範

特 例 債 　 847,000千円

間を含め40年以内に、

法により償還する。
ただし、財政上の都

利 率

合等により定額以上
を償還し、又は本期

起債の日から据置期

第10条　高速電車事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、3,590,471

償 還 の 方 法

元利均等その他の方

起債の方法

高速電車事業建設改良費

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

囲内において借り換
えることができる。

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない

           3,713,000千円　

12,095,000千円

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

限 度 額

高速電車事業会計
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別　表

南車両基地耐震改修工事
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

19,928,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

1,375,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

1,719,000

令 和 ７ 年 度 1,863,000

南北線さっぽろ駅改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

949,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

2,588,000

令 和 ７ 年 度 240,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

385,000

令 和 ７ 年 度 171,000

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

106,000

令 和 ７ 年 度 1,220,000

駅 等 設 備 保 守 業 務
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

92,000

建 物 ・ 土 木 構 造 物 関 係
改 良 事 業

令 和 ７ 年 度 720,000

交通局関係施設等改良事業 令 和 ７ 年 度 85,000

工場機器設備関係改良事業 令 和 ７ 年 度 46,000

駅 等 管 理 ・ 運 用 業 務 令 和 ７ 年 度 9,999,000

管 理 運 営 等 業 務 令 和 ７ 年 度 539,000

受 託 工 事 令 和 ７ 年 度 387,000

債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　　　　　間 限 　度　 額

駅 舎 設 備 関 係 改 良 事 業

変 電 所 ・ 電 気 室 関 係
改 良 事 業

信 号 通 信 関 係 改 良 事 業

車 両 機 器 関 係 改 良 事 業

千円

高速電車事業会計
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貯 蔵 品 令 和 ７ 年 度 156,000

限 　度　 額事　　　　　項 期　　　　　間

千円

高速電車事業会計
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議案第１４号 

　（総　　　則）

第１条　令和６年度札幌市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

ア

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

配 水 管 布 設 46,988メートル

収 　　　　 入

水 道 事 業 収 益 46,417,000千円

営 業 収 益 43,854,000千円

営 業 外 収 益 2,560,000千円

特 別 利 益 3,000千円

 (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業

施 設 整 備 事 業

導水施設整備

浄水施設整備

送水施設整備

配水施設整備

令和６年度札幌市水道事業会計予算

 (1) 給 水 世 帯 数 1,000,581世帯        

 (2) 年 間 配 水 量 189,947,000立方メートル

 (3) １ 日 平 均 配 水 量 520,400立方メートル

水道事業会計
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　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　　第４項

　（資本的収入及び支出）

る。)。

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　　第４項

　　第５項

　　第６項

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　　第４項

支 　　　　 出

水 道 事 業 費 用 38,638,000千円

営 業 費 用 37,621,000千円

営 業 外 費 用 929,000千円

特 別 損 失 68,000千円

予 備 費 20,000千円

収 入 支 出 差 引 残 額 7,779,000千円

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額23,591,000千円は、損益勘定留保資金等で補塡するものとす

収 　　　　 入

資 本 的 収 入 9,435,000千円

企 業 債 6,000,000千円

出 資 金 1,863,888千円

固定資産売却代金 77,508千円

補 助 金 568,455千円

加 入 金 719,961千円

負 担 金 205,188千円

支 　　　　 出

資 本 的 支 出 33,026,000千円

建 設 改 良 費 25,309,583千円

企 業 債 償 還 金 5,832,529千円

出 資 金 1,863,888千円

予 備 費 20,000千円

収 入 支 出 差 引 不 足 額 23,591,000千円

水道事業会計
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　（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　項

　（企　業　債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める｡

　　　　     起 債 の 目 的　　         限　度　額 　　  起 債 の 方 法　  利 　率 　償  還 の 方  法

9.0％以内

683,000千円

水道記念館管理運営業務
令和７年度から
令和９年度まで

200,000千円

令和７年度から
令和９年度まで

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

水道施設整備事業費等

2,050,000千円

7,801,000千円

令和７年度

期　間 限 度 額

配・給水工事材料購入等 3,093,000千円令和７年度

庁 舎 等 清 掃 ・ 管 理 令和７年度 165,000千円

564,000千円

量 水 器 修 繕

配 水 管 等 布 設 工 事

172,000千円

255,000千円

4,033,000千円

713,000千円

87,000千円

庁 舎 等 整 備 工 事 令和７年度

令和７年度水 道 施 設 等 維 持 管 理

令和７年度から
令和９年度まで

977,000千円

水 道 施 設 機 器 等 購 入

令和７年度

令和７年度

浄 水 場 薬 品 購 入

配 水 施 設 整 備 工 事

豊 平 川 水 道 水 源
水 質 保 全 工 事

令和７年度から
令和８年度まで

管 理 運 営 等 業 務 令和７年度

上 下 水 道 料 金
関 連 業 務

令和７年度

借とする。

元利均等その他の方

法により償還する。

ただし、財政上の都

合等により定額以上

を償還し、又は本期

6,000,000千円 証券発行又は普通貸

間中に未償還額の範

囲内において借り換

えることができる。

起債の日から据置期

間を含め40年以内に、

浄 水 施 設 整 備 工 事
令和７年度から
令和12年度まで

9,734,000千円

物 品 等 リ ー ス 等
令和７年度から
令和15年度まで

106,000千円
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　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、8,000,000千円と定める｡

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな

（収益的支出）

　（他会計からの補助金）

第10条　水道事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、34,112千円で

　である。ある。

　（利益剰余金の処分）

第11条　当年度利益剰余金のうち5,346,277千円は、次のとおり処分するものと定める。

　（たな卸資産購入限度額）

第12条　たな卸資産の購入限度額は、5,500,000千円と定める。

令和６年（2024年）２月14日提出

  札幌市長 秋　元　克　広

い。

 (1) 職 員 給 与 費 3,527,392千円

 (1) 建設改良積立金 5,346,277千円

 (1)

水道事業会計
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    議案第１５号

　（総　　　則）

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

立方メートル

ア メートル

イ か所

ウ か所

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項
　

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　　第４項

営 業 外 費 用 2,457,725千円　 

特 別 損 失 91,877千円　 

予 備 費 30,000千円　 

収 入 支 出 差 引 残 額 767,000千円　 

　⑴ 年 間 処 理 水 量 341,231,000

　⑵ 主 要 な 建 設 改 良 事 業

令和６年度札幌市下水道事業会計予算

第１条　令和６年度札幌市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

管 路 布 設 29,800

ポ ン プ 場 建 設 整 備 ３

処 理 場 建 設 整 備 １０

営 業 費 用 49,555,398千円　 

収 　　　　　 入

下 水 道 事 業 収 益 52,902,000千円　 

営 業 収 益 40,259,059千円　 

営 業 外 収 益 12,640,974千円　 

特 別 利 益 1,967千円　 

支 　　　　　 出

下 水 道 事 業 費 用 52,135,000千円　 

下水道事業会計
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　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額17,186,000千円は、損益勘定留保資金等で補 するものとする｡）｡

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　　第４項

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　　第４項

　（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、別表のとおりと定める。

　（企　業　債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

　　　　     起 債 の 目 的　　         限　度　額 　　  起 債 の 方 法　  利 　率 　償  還 の 方  法

9.0％以内

国 庫 補 助 金 1,581,000千円　 

企 業 債 27,058,000千円　 

収 　　　　　 入

資 本 的 収 入 33,064,000千円　 

資 本 的 支 出 50,250,000千円　 

国 庫 交 付 金 2,841,000千円　 

負 担 金 1,584,000千円　 

支 　　　　　 出

建 設 改 良 費 31,972,000千円　 

償 還 金 18,188,000千円　 

下水道建設事業費等 27,058,000千円 

返 還 金 70,000千円　 

予 備 費 20,000千円　 

収 入 支 出 差 引 不 足 額 17,186,000千円　 

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率  償 還 の 方 法 

 証券発行又は普通貸  起債の日から据置期

 間を含め40年以内に、

 元利均等その他の方

 法により償還する。

 ただし、財政上の都

 合等により定額以上

 を償還し、又は本期

 間中に未償還額の範

 えることができる。

 借とする。

 囲内において借り換
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　（一時借入金）

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな

　い。

（収益的支出）

　（他会計からの補助金）

第10条　下水道事業助成、雨水処理費等に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受

令和６年（2024年）２月14日提出

 札幌市長 秋　元　克　広

第７条　一時借入金の限度額は、15,000,000千円と定める｡

職 員 給 与 費 2,203,064千円  

ける金額は、18,623,565千円である。
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別　表

下 水 道 科 学 館 運 営 管 理 令 和 ７ 年 度 47,000

庁 舎 等 保 守 管 理 令 和 ７ 年 度 26,000

下 水 道 管 路 保 全 令 和 ７ 年 度 1,700,000

下 水 道 管 路 維 持 管 理 令 和 ７ 年 度 2,600,000

下 水 道 管 路 緊 急 補 修 令 和 ７ 年 度 1,600,000

汚 泥 等 運 搬 令 和 ７ 年 度 279,000

汚 泥 等 処 理 令 和 ７ 年 度 346,000

処 理 施 設 総 括 管 理 令 和 ７ 年 度 1,868,000

手 稲 前 田 埋 立 施 設
維 持 管 理

令 和 ７ 年 度 86,000

埋 設 圧 送 管 路 維 持 管 理 令 和 ７ 年 度 54,000

マンホールポンプ施設等
維 持 管 理

令 和 ７ 年 度 60,000

厚別山本地区建設発生土
一 時 堆 積 場 管 理

令 和 ７ 年 度 60,000

公 共 ま す 設 置 令 和 ７ 年 度 2,640,000

管 理 運 営 等 令 和 ７ 年 度 202,000

債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　　　　　間 限 　度　 額

千円
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下 水 処 理 施 設 修 繕 令 和 ７ 年 度 236,000

創成川第２中継ポンプ場
解 体

令 和 ７ 年 度 225,000

米 里 排 水 機 場 改 築 令 和 ７ 年 度 120,000

管 路 布 設 事 業 そ の ３ 令 和 ７ 年 度 240,000

西 部 ス ラ ッ ジ セ ン タ ー
改 築 そ の ４

令 和 ７ 年 度 550,000

マ ン ホ ー ル ポ ン プ 設 備
改 築

令 和 ７ 年 度 163,000

管 路 布 設 事 業 そ の ４
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

5,655,000

シ ス テ ム 等 再 構 築
関 連 業 務

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

213,000

豊平川水再生プラザほか
改 築

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

4,380,000

茨 戸 中 部 中 継 ポ ン プ 場
改 築 そ の ２

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

1,460,000

札 幌 市 地 下 水 測 定 器 等
検 針 業 務 委 託

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

98,000

手稲中継ポンプ場改築その２
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

1,450,000

東部スラッジセンターほか
改 築

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

9,850,000

拓北水再生プラザ運転管理
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

738,000

伏古川水再生プラザほか
改 築

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

9,450,000

下水道改築工事図面作成 令 和 ７ 年 度 24,000

事　　　　　項 期　　　　　間 限 　度　 額

千円
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貨 物 自 動 車 借 受 け
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

81,000

事　　　　　項 期　　　　　間 限 　度　 額

創 成 川 水 再 生 プ ラ ザ
改 築 そ の ２

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

2,650,000
千円

-92-

下水道事業会計



TEL　(011)211-2212　　FAX　(011)218-5147
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